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備　　考

選定理由：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

株式会社植繁

契 約 日 令和８年３月２４日

一般土木工事工 事 種 別

工 事 概 要 屋敷林通路等の設置工事（舗装工事、フェンス設置工事、樹木剪定等）

見 積 業 者 名 第 1回目 見積金額 第 2回目 見積金額

決 定 業 者 名 株式会社植繁

決 定 金 額 １７，９３０，０００円（内消費税１，６３０，０００円）

第 3回目 見積金額

履 行 場 所 国立市谷保５０６８番地ほか

履 行 期 限 契約確定日の翌日から令和８年７月３１日まで

見 積 月 日 令和８年３月１３日

見 積 経 過 調 書

件 名 旧本田家住宅北側敷地屋敷林等活用整備工事

契 約 方 法 随意契約


